
 

    小樽商科大学研究生規則 

 

（平成３年１０月１日制定） 

 

 （趣旨） 

第１条 小樽商科大学学則（以下「学則」という。）第４６条第２項及び小樽商科大学大学

院学則（以下「大学院学則」という。）第４７条第２項の規定に基づく研究生に関する必

要な事項は，この規則の定めるところによる。 

 （入学の時期） 

第２条 入学の時期は，学年又は学期の始めとする。 

 （出願要件） 

第３条 学部の研究生として出願することのできる者は，次の各号の一に該当する者でなけ

ればならない。 

 (1) 大学２年修了以上の学力を有する者 

 (2) 前号と同等以上の学力があると認められた者 

２ 大学院の研究生として出願することができる者は，次の各号の一に該当する者でなけれ

ばならない。 

 (1) 修士の学位を有する者 

 (2) 外国の大学において修士の学位に相当する学位を授与された者 

 (3) 前２号と同等以上の学力があると認められた者 

 （出願手続） 

第４条 出願者は，所定の期日までに次に掲げる書類に検定料を添えて，学長（大学院にあ

っては研究科長。以下同じ。）に願い出なければならない。 

 （1）出願願書（本学所定のもの） 

 （2）履歴書（本学所定のもの） 

 （3）最終学校の卒業（見込）証明書又は修了（見込）証明書 

 （4）その他本学が必要と認める書類 

 （選考） 

第５条 選考は，学部教授会又は当該専攻教授会の議を経て学長が行う。 

 （入学の許可） 

第６条 前条の選考の結果，合格した者は，所定の期日までに別に定める書類を提出すると

ともに，入学料を納付しなければならない。 

２ 学長は，前項の入学手続を完了した者について入学を許可する。 

 （研究期間） 

第７条 研究期間は，６か月以上１年以内とする。ただし，研究期間延長願を提出した者に

ついては，１年を限度として研究期間の延長を許可することができる。 

 （研究指導教員） 

第８条 研究生の研究指導教員は，学長が指定する。 

 （授業料等） 

第９条 検定料，入学料及び授業料に関する規則は，別に定める。 



 

２ 入学を許可された者は，前項により授業料を納付しなければならない。 

 （研究の修了） 

第１０条 研究生が所定の期間在学し，その研究を修了した場合は，その研究の成果を研究

指導教員を経て学長に報告しなければならない。 

 （研究証明書） 

第１１条 研究を修了した研究生に対しては，本人の請求により，研究証明書を交付する。 

 （退学） 

第１２条 研究生が退学しようとするときは，退学願を学長に提出し，その許可を受けなけ

ればならない。 

 （学則等の準用） 

第１３条 この規則に定めるもののほか，研究生に関する事項は，学則，大学院学則及びそ

の他の学内規則を準用する。 

   附 則 

１ この規則は，平成３年１０月１日から施行する。 

２ この規則施行の際，現に研究生として入学を許可されている者の取扱いについては，な

お従前の例による。 

   附 則 

 この規則は，平成９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成９年１２月１０日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

      附 則 

 この規則は，平成１６年１２月２２日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成１８年１２月２０日から施行する。 

   附 則 

 この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 


